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ミモザ

13-14 インフォメーション
・セミナー　・法律相談　・事務局相談　・会務報告

・令和 9 年 3 月新規高等学校等卒業者の就職に係る採用選考期
日等を取りまとめ／厚生労働省

・3 月は「自殺対策強化月間」／厚生労働省
・「えるぼしプラス」4 月 1日からスタート／厚生労働省

1-2 アンテナ

7-8 いまこそ「三方よし」の社会経済学
10　「外国人労働者」「移民」③

イスラム教徒急増、各地で広がる混乱
（公財）人権教育啓発推進センター 特任講師

元西日本新聞記者　　馬場　周一郎

兼業の場合に、通算すると法定労働時間を超えることを知らなかっ
た事業主の割増賃金支払い義務を否定した例

古賀・花島・桑野法律事務所　　弁護士　花島　正晃

3-5 けいきょう Law School

裏表紙 病気を抱える労働者の治療と就業の
両立支援が努力義務になります！

9 世間漫録

12 トピックス
・福岡市にて会員懇談会を開催（会員懇談会）
・大人の発達障がいの理解と職場対応（一月会）
・従業員向け金融経済教育のすすめ（紫水会）

労働法基礎学習会の参加者を募集し
ます6

10 コラム～ハラスメントを防ぐ
コミュニケーションのコツ～

11 連合福岡より「2026春季生活闘争」
に関する要請を受ける



アンテナ
労働法関連の改正状況や労働組合
の動向などを紹介します。

アンテナ

　厚生労働省は、全国高等学校長協会、主要経済団
体、文部科学省とともに令和 9 年 3 月に高等学校等を
卒業する生徒の採用選考期日等について、以下のとお
り取りまとめた。
令和9年 3月新規高等学校卒業者の採用選考期日等

3 月は「自殺対策強化月間」／厚生
労働省

「えるぼしプラス」4 月 1 日からス
タート／厚生労働省

4 月 1 日から施行される労働関係法

令和 9 年 3 月新規高等学校等卒業者
の就職に係る採用選考期日等を取りま
とめ／厚生労働省

ハローワークによる求人申込書の
受付開始 6 月 1 日

企業による学校への求人申込及び
学校訪問開始 7 月 1 日

学校から企業への生徒の応募書類
提出開始 9 月 5 日

企業による選考開始及び採用内定
開始 9 月16日

　厚生労働省は、毎年 3 月を「自殺対策強化月間」と
して、自殺防止に向けた集中的な啓発活動を実施して
いる。
　同省は、自殺対策強化月間中、電話やSNSによる
相談支援体制の拡充や、主に中高年層に向けて、ポス
ターや動画等による相談の呼びかけなど、集中的な啓
発活動を実施するとしている。

　厚生労働省は、女性活躍推進法に基づき、職場にお
ける女性の健康支援に取り組む企業を認定する「える
ぼしプラス」認定及び「プラチナえるぼしプラス」認
定を本年 4 月 1 日から創設する。

　「えるぼしプラス」認定と「プラチナえるぼしプラ
ス」認定は、えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定に
女性の健康支援に関する基準を加えた新しい認定制度。
　同省は、これらの認定を受けた企業が広告やウェブ
サイトなどにこれらのマークを使用することで、女性
の健康支援に取り組む優良な企業であることのアピー
ルや、企業イメージ向上などにつながることが期待で
きるとしている。

　令和 8 年 4 月から、労働安全衛生法関係や女性活躍推
進法関係で、複数の制度改正および変更が実施される。
　令和 8 年 4 月からの主な制度変更は以下の通り。

労働安全衛生法関係
・高年齢労働者の労働災害防止措置の努力義務化
・個人事業者等の安全衛生対策の推進

　混在作業場所での元方事業者への措置義務対象
の拡大

・化学物質による健康障害防止対策の推進
　営業秘密である成分に関する代替化学品名の通知

労働施策総合推進法関係
・職場における治療と就業の両立促進の措置の努力

義務化

女性活躍推進法関係
・女性管理職比率の情報公表を常時雇用労働者101

人以上の企業に義務付け
・男女間賃金差異の情報公表義務の対象企業を301

人以上規模から101人以上規模に拡大
・えるぼし認定制度に、女性の健康課題にも取り組

む企業向けの「プラス認定」創設
・えるぼし認定基準の見直し
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大学等との産学連携に関するアンケー
ト結果を公表／経団連

「企業行動に関するアンケート調査」
結果を公表／内閣府

厚生年金保険法関係
・在職老齢年金の支給停止調整額の引上げ　

51万円　→　65万円

雇用保険法関係
・令和 8 年度雇用保険料率の改定

一般の事業（労使負担計）1.45％　→　1.35％

確定拠出年金法関係
・企業型DCのマッチング拠出の上限撤廃

子ども・子育て支援法関係
・子ども・子育て支援金の創設

　経団連は、大学との戦略的な連携や、産学間での人
材交流の促進を今後の重要課題として位置付けている
ことから、標記アンケートを実施し、その結果を公表
した。
　過去 5 年間に、企業から大学に派遣する形の人材交
流実績のある企業は約 8 割となる一方、大学から企業
へ受け入れる形の人材交流実績のある企業は約半数と
なった。
　企業から大学への人材交流は、業務委託契約が最も
多く（67.3％）、次いで出向（52.7％）、兼業（38.6％）
の順となった。
　経団連ホームページに詳細なアンケート結果を公表
している。

　経団連は、人材育成面での産学連携を真に高度化さ
せる観点から、研究成果の社会実装までを見据えた産学
連携の在り方を整理し、教育・大学改革を推進するうえ

での重要な論点として提示した標記提言を発表した。
　⑴産学連携を促進するための大学の組織・環境整
備、⑵マッチング基盤の高度化・拡充、⑶産業コー
ディネート人材の育成強化、⑷知財・機密管理に関す
るガイドラインやツールの整備、の 4 点について具体
的な提言を盛り込んでいる。

　内閣府は、2025年度の標記アンケート結果を公表
した。
　今後 3 年間（2026～28年度平均）に雇用者を増や
す見通しの企業割合（全産業）は72.8％（前年度調
査75.2％）、製造業は66.1％（同71.0％）、非製造業で
77.8％（同78.3％）となった。
　業種別では、非製造業で「その他金融業」（100.0％）、
「情報・通信業」（89.7％）、「建設業」（87.3％）、「水産・
農林業」（85.7％）、「サービス業」（85.0%）など、製造業
では「ゴム製品」（85.7％）、「精密機器」（83.3％）などで
高い割合となった。

提言「社会実装を見据えた産学連携・
人材交流の高度化」を発表／経団連
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１　事案の概要
⑴　Ｙ社は、アプリを利用して日雇い労働者を

求める求人者と求職者との間の労働契約の
成立をあっせんするサービス（タイミー）を
提供している。 労働契約が成立すると、 Ｙ
社は、事業者（求人者）から立替払委託を受
け賃金を支払う。（※正確には、併存的債務
引受により、事業者とともにＹ社が賃金支
払い義務を負う）。

⑵ア　Ｘは、当該サービスを利用して、Ａ社と
の間で、下記労働契約を締結した。

記
業務内容　レジ打ち、商品受渡し等

就 労 日　令和 5 年 7 月 19 日

就労場所　東京都中央区

勤務時間　午前 11 時 45 分から午後 0 時 45 分

まで（休憩時間は 0 分）

賃　　金　時給 1072 円

賃金の締日及び支払日　毎月末日締め翌月 15

日払い

イ　Ｘは、本件労働契約に基づき令和 5 年 7
月 19 日午前 11 時 45 分から同日午後 1 時ま
で勤務した。

ウ　Ｙは、 本件労働契約に基づく賃金 1340
円（＝時給 1 時間 15 分分）を支払った。

⑶　Ｘは、株式会社Ｂ整骨院（本店所在地：福
岡市）との間でも労働契約を締結しており、
令 和 5 年 7 月 17 日 午 前 5 時 か ら 同 月 19 日 午
前 9 時までの間に合計 43 時間にわたり自宅

（鹿児島市内）においてＢ整骨院での業務に
従事したと主張。
　Ａ社での労働時間は法定労働時間を超え
るものと主張して、Ｙ社に対して割増賃金

（335 円）の支払いを請求した。
２　判旨

⑴　Ｘは、19 日の午前 5 時から午前 9 時まで鹿
児島市内のＸの自宅でＢ整骨院での業務に
従事した後、同日の午前 11 時 45 分から午後
1 時まで東京都中央区内で本件勤務をしたな
どと主張するが、移動時間などを考慮する
とおよそ不可能であると考えられることな
どから、 Ｘの主張は信用し難い。 Ｘが、 合
計 43 時間にわたりＢ整骨院での業務に従事
したと認めることはできない。

⑵ア　労働者が複数の事業主の下で労働に従
事し、それらの労働時間数を通算すると

兼業の場合に、通算すると法定労働時間を超えることを
知らなかった事業主の割増賃金支払い義務を否定した例
―タイミー事件

（東京地裁（令和7年3月27日判決）【労判1341号、労経速2562号】）―

弁護士 花 島 　 正 晃
◆執筆者のご紹介

平成15年　弁護士登録
古賀・花島・桑野法律事務所（福岡市）

◆執筆者のご紹介

はなしま　まさあき
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労基法 32 条所定の労働時間を超える場合
には、 労基法 38 条 1 項により、 時間的に
後に労働契約を締結した事業主はその超
えた時間数について割増賃金の支払義務
を負うとされているが、当該労働者が他
の 事 業 主 の 下 で も 労 働 し て お り、 か つ、
同所での労働時間数と通算すると労基法
32 条所定の労働時間を超えることを当該
事業主が知らなかったときには、同事業
主の下における労働に関し、当該事業主
は、 労基法 38 条 1 項による割増賃金の支
払義務を負わないものというべきである。
　本件では、ＸがＡ社において勤務して
いた間、 事業主であるＡ社が、 Ｘからの
申告等により、他の事業主の下における
労働時間と通算すると原告の労働時間が
労基法 32 条所定の労働時間を超えること
を知っていたとは認められないから、こ
の点からしても、ＹがＸに対し労基法 38
条 1 項による割増賃金の支払義務を負う
ものとは認められない。

イ　Ｘは、 Ｙの提供するサービスの内容等
に照らせば、 Ｙ及びＡ社は、 他の事業主
の下での労働について、Ｘからの申告等
を待たずに自ら確認すべき義務があると
いえるところ、かかる義務を怠ったので
あるから、 労基法 38 条 1 項による割増賃
金の支払義務を免れないなどと主張する
が、当該サービスの利用者であることを
もって、 当然に、 Ａ社あるいは被告にお
いて、Ｘの申告等がない場合にも、自ら、
他の事業主の下での労働についてＸに確
認する義務を負っていたものと解すべき
根拠はない。

３　検討
⑴　他の事業主の下での労働を知らなかった

場合の労働時間の通算の要否
ア　 労 基 法 38 条 1 項 は、「労 働 時 間 は、 事

業場を異にする場合においても、労働時
間に関する規定の適用については通算す

る。」と規定する。そして、行政解釈によ
れば、 この規定は、 同一事業者の複数の
事業場で就労する場合のみならず、事業
者を異にする複数事業場で就労する場合

（すなわち、副業・兼業の場合）にも適用
されるとされる（労働基準局長通達《昭和
23 年 5 月 14 日付け基発第 769 号》）。

イ　本判決は、 行政解釈同様、 兼業・副業
の場合にも労基法 38 条 1 項が適用される
ことを前提としつつ、当該労働者が他の
事業主の下でも労働しており、労働時間
数を通算すると法定労働時間を超えるこ
とを知らなかったときには、割増賃金の
支払義務を負わないとした。
　Ｘの主張の信用性が低いため、他社で
の業務の従事に自体が認められないとし
つつ、仮にＸの主張通りの業務への従事
が認められたとしても、 労基法 38 条 1 項
の通算による割増賃金支払い義務はない
としたものである。

ウ　人手不足もあり、 副業・兼業を認める
企業も増えているが、他社における労働
について、労働時間を把握することは困
難である。そのため、行政解釈のように、
副業・兼業の場合にも、 労基法 38 条 1 項
の 労 働 時 間 の 通 算 が な さ れ る と す る と、
自社で把握していないうちに他の事業者
の下で労働時間が発生し、知らぬ間に割
増賃金が発生したり、上限規制をオーバー
してしまうという、企業としては実務上
無視できないリスクがある。
　本判決は、当該労働者が他の事業主の
下でも労働しており、労働時間数を通算
すると法定労働時間を超えることを知ら
なかったときには、割増賃金の支払義務
を負わないとした。上記リスクを限定す
るものであり、実務上の意義がある。

⑵　使用者の確認義務の有無、程度
ア　行政通達（令和 2 年 9 月 1 日基発 0901 第

3 号「副業・兼業の場合における労働時間
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の管理に係る労働基準法第 38 条第 1 項の
解釈について」） は、「労働からの申告等
がなかった場合には労働時間の通算は要
せず」 としており、 労働者からの申告等
がなかった場合には、通算は不要とする
一方、「使用者は労働者からの申告等によ
り副業・兼業の内容を『確認すること』」
としており、 使用者側に、 他の事業主の
下での労働について、確認を行う義務を
負うようにも読める。

イ　本件のＸも、使用者は他の事業主の下で
の労働について確認する義務があるとし、
Ａ社は、 Ｘからの申告等を待たずに、 他
の事業主の下での労働を確認すべき義務
があったとして、義務を怠ったＡ社は割
増賃金支払義務を負うと主張した。Ｘは、
タイミーを利用した求職者については、他
の事業主の下での労働をしている可能性
が高いのだからＡ社は確認すべきであっ
たと主張したが、裁判所はこれを退け、労
働者の申告等がない場合まで、他の事業
主の下での労働の有無や労働時間を確認
する義務はないとしたものである。
　この判断によれば、他の事業主の下で
労働している可能性がある短時間のパー
トタイム労働者等を採用する場合であっ
ても、労働者側からの申告等がなければ、
労働の有無や労働時間を確認する義務は
ないということになる。妥当な判断と考
える。

ウ　もっとも、本判決は、労働者から他の事
業主の下で労働についての申告等があっ
た場合の使用者の確認義務については言
及していない。採用時に他の事業主の下
で労働しているとの申告があった場合の
取扱いということになるが、申告がある
以上、 実務的には、 通常労働時間につい
て申告を求めざるをえまい。
　同様に、採用の場面とは異なり、副業・
兼 業 を 許 可 制 と し て い る 企 業 に お い て、

労働者の副業・兼業の許可申請に対して
許可をするという場面では、企業側から
労働者側に対して、 副業・兼業の内容や
労働時間について申告を求めるのが、実
務的には通常であろうし、その程度の確
認は怠るべきではないと考える。
　このようにして、申告により他の事業
主 の 下 で の 労 働 時 間 を 把 握 し た 場 合 に、
これを無視して労働時間管理を行うこと
は実務的に困難である。

エ　なお、 労働者に労働時間の申告等を求
めたところ、申告等が事実に反していた
場合の労働時間の通算については、前述
の 行 政 通 達（令 和 2 年 9 月 1 日 基 発） が
言及しており、「労働者からの申告等によ
り把握した他の使用者の事業場における
労働時間が事実と異なっていた場合でも、
申告等により把握した労働時間によって
通算していれば足りる」としている。

４　まとめ
　以上のとおり、本判決は、正面から、他の使用
者の下での労働を知らなかった場合に労働基準法
38 条による労働時間の通算を不要とした点で画
期的な面はある。
　しかしながら、前提となる使用者の確認義務の
範囲について、本件の事例に即した判断となって
いる。このため、副業・兼業の場合の使用者の労
働時間管理の負担やリスクが全面的に解消された
とは考えにくい。使用者を異にする場合にも労基
法 38 条 1 項の通算規定が適用されるという前提
を取る限り、根本的な解消は困難と思われる。
　ただ、この点に関しては、令和 7 年 1 月の労働
基準関係法制研究会報告において、労働者の健康
確保のための労働時間通算は維持しつつ、割増賃
金の支払いについては通算を要しないとする制度
改正を提言しており、法改正も検討されているよ
うである。その動向にも注目したい。
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　当協会では、新しく人事労務担当に配属になられた方や既に人
事労務を担当されていて体系的に労働法を学びたい方を対象とし
て、今年も労働法務に精通した弁護士による、「労働法基礎学習
会」を開講いたします。
　当学習会では、「企業側の視点」で書かれた労働法の教科書を
10か月かけて通読し、人事労務担当者として必要な労働法の知識
を体系的に学び、能力向上を図ります。また、年間を通して同じ受
講者で進めていくため、受講者は人事労務問題に関する情報を共有
しながら人脈を築いていくことができます。ぜひご参加ください。

※お申込みは、右記QRコードを読み取るか、もしくは当協会のホームページから「お申込み画面」に
入力し、お申込みください。

・先生のお話がとても聞きやすく、分かりづらい点は板書して下さり分かりやすかった。

・レジュメについて、設問が身の周りに起きうる事案で分かりやすかった。

・労務担当として、基礎の知識を学べたと思います。今度は、学んだ内容を応用し、もっと勉強し
たいと思います。

～過去の参加者の声～

・講　　師　　　三浦・奥田・杉原法律事務所　　弁護士　三浦 正道 氏
・日　　時　　　 6 月から令和 9 年 3 月まで月1 回開催

１５：００～１７：００
※詳細な日程は、下記の日程表を参照ください。

・会　　場　　　電気ビル共創館　3 階　カンファレンス　または
電気ビル本館地下 2 階 7 号会議室
どちらも福岡市中央区渡辺通2丁目1番82号
（TEL 092-781-0685）

・テキスト　　　野田進著『事例判例　労働法第 2 版』（弘文堂）
・受 講 料　　　50,000円（全10講）

（テキスト代・懇親会費込の受講料。税込）
講師の三浦正道 氏

講座の日程と主な内容
講 日程 内容 講 日程 内容

第 1 講 6 月 5 日
（金）

労働法を学ぶにあたっての基礎知識
労働契約の成立と内容
労働者の採用　（懇親会（予定））

第 6 講 11月26日
（木）

従業員の配置と異動
企業活動と懲戒

第 2 講 7 月23日
（木）

就業規則と労働契約
労働協約と労働契約 第 7 講 12月17日

（木）

賃金
育児介護休業、病気休職等
安全衛生と労災補償

第 3 講 8 月26日
（水）

労働契約における権利・義務
労働契約の変更
雇用平等

第 8 講 1 月28日
（木）

労働時間の意義と管理
休憩・休日・時間外労働、適用除外
年次有給休暇

第 4 講 9 月17日
（木）

解雇（整理解雇を含む）
労働契約の終了 第 9 講 2 月25日

（木）
労働組合と団体交渉
団体行動

第 5 講 10月22日
（木）

労働契約の期間
パート労働者・派遣労働者 第10講 3 月18日

（木）
不当労働行為
労働紛争解決システム　（懇親会（予定））

2027年

ーシリーズ 全10回（定員２8名）ー
労働法基礎学習会の参加者を募集します
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うするかにある。
　これまで、政府は公式には移民受け入れを認めず、
外国人の受け入れはあくまで労働力の補完や高度人材
の獲得が目的と説明してきた。確かに在留外国人＝移
民ではない。けれども、現在、在留外国人の内訳の最
も大きな部分は永住型または一時滞在型の労働移民が
占めている。したがって、現代日本の外国人問題とは、
たとえ政府・自民党が「移民」の言葉を避け続けると
しても、実質的には「移民」問題にほかならない。

　福岡市の公園を600人が “占拠”
　25年 6 月、福岡市東区箱崎のモスク（イスラム教の
礼拝所）近くの公園は600人あまりのムスリム（イス
ラム教徒）に埋め尽くされた。イスラム教の大祭に集
まった人たちだった。事前に東区役所から使用が許可
されていたのは、100人を想定した100平方M。しか
し、実際には申請の 6 倍に達する600人が公園に敷き
詰められたブルーシートにひざまずき、拡声器から流
れる声に合わせて祈りを続けた。「ムスリムが地区の
公園を占拠している」との苦情が住民から警察などに
殺到した。

　モスクでは、過去の参加者データから100平方Mで
足りると判断した。しかし、想定をはるかに超える人
数が集まったため、モスクに入りきらず、隣接公園に
あふれ出たという。モスク側の見通しが甘かったのは
事実だが、なぜこれほどの規模に膨れ上がったのか。
背景を理解しないと問題の本質は見えてこない。

　2 月の衆院選では外国人政策が争点の一つになっ
た。高市内閣では維新との連立覚書に基づき、総量規
制導入の是非が議論されている。受け入れ人数や人口
に対する外国人比率に「何万人まで」「何％まで」と線
を引いて、増加を抑えようとするものだ。
　出入国在留管理庁によると、25年 6 月末時点の在
留外国人数は395万6619人で、過去最高を記録して
いる。19年に開始された特定技能制度により、外国
人労働者の受入れが加速したことが大きな要因とされ
る。このペースで外国人が増え続けると、40年ごろ
には外国人比率は全人口の10%に達するという。
　政府・自民党は、昨年12月の外国人政策本部の会
合で、不動産規制、税や保険料の未納問題、永住や帰
化要件の厳格化などを取り上げ、今後の議論を加速す
ることを確認した。しかしこれらは、在留外国人が増
えてトラブルが多くなったという問題の一部に過ぎな
い。問題の根本は日本が移民政策を「国家として」ど

（
公
財
）
人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー

特
任
講
師

元
西
日
本
新
聞
記
者

馬
場 

周
一
郎

い
ま
こ
そ「
三
方
よ
し
」の

社
会
経
済
学

10
成長
からの
転換

悲観
からの
脱出

鬱屈
からの
解放

うっ　  くつ

【福岡市東区箱崎のモスク】

「
外
国
人
労
働
者
」「
移
民
」
③

　
　
イ
ス
ラ
ム
教
徒
急
増
、
各
地
で
広
が
る
混
乱
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　在日イスラム社会を研究する早稲田大学の店
たな

田
だ

廣文
名誉教授の調査によれば、国内に在留する外国籍のム
スリムは24年末時点で約36万人。4 年間で倍増した。
36万人のうち半数以上はインドネシアからの介護人
材や技能実習生らだ。同国とは08年に介護・看護人
材を受け入れる経済連携協定が発効。以後、世界最大
のムスリム国インドネシアからの来日が急増した。
　イスラム教では 1 日 5 回の礼拝が定められ、特に金
曜の昼は男性にモスクでの集団礼拝が求められる。店
田教授の調査によると、国内のモスクは昨年 7 月時点
で全国140自治体、164カ所まで増加した。それでも
ムスリムの急増には追いついていない。

　また、イスラム教では死者は土葬されるが、ほぼ
100％が火葬される日本国内には土葬できる墓地が10
カ所ほどしかいない。土葬墓地の需要は増えている
が、地域住民の合意を得るのは難しく、地方選挙の争
点になりつつある。
　大分県日出町ではムスリム団体が大規模土葬墓地を
計画。2 年前の町長選で「断固反対」を訴えた候補が
当選し、計画は頓挫している。さらに昨年の宮城県知
事選では、土葬墓地整備を打ち出した現職候補が、反
対を唱える新人候補に猛追された。ムスリムをはじめ
とする外国人が急増する中、地域社会は否応なしに難
しい対応を迫られている。

　統合的、機動的な外国人政策を推進せよ
　国は「移民政策はとらない」と言い、「共生社会実
現のために外国人を受け入れる」と言う。この建前が

あるから、急増する外国人に即応した統合的、機動的
な外国人政策が打てずにいる。
　福岡市の事例で言えば、モスク運営は民間の宗教法
人が担い、公園使用許可は区役所が出し、住民との摩
擦調整は地元自治会が行う。国は一切関与していな
い。モスク建設への支援はない。土葬墓地の確保もな
い。自治体へのガイドラインもない。大規模宗教行事
への対応策もない。労働力として扱い、生活者として
想定していない。これが問題の根本だ。
　地域住民は大規模な宗教行事が地区の公園で行われ
る異常な状況に直面した。事前の情報提供も、相談の
機会もなかった。一方、ムスリムは信仰を実践するた
めの施設が不足している中で、大祭を行う場所を確保
しなければならなかった。彼らを日本に呼び寄せたの
は日本政府である。本来、両者の間に立って調整すべ
き行政が機能していなかったのだ。
　国は責任を取らず、自治体には調整の権限がない。
その結果、地域住民とムスリムが直接対峙する構図に
なっている。外国人受け入れに関わる省庁は多い。法
務省は入国管理、厚労省は労働政策、文科省は教育、
国交省は都市計画を所管する。だが、宗教施設や文化
習俗に責任を持つ省庁はない。
　医療現場でも同じ構図を見る。ムスリム患者が増え
れば、ハラール食の対応、礼拝時間の確保、女性患者
の男性医師拒否などの問題が生じる。対応マニュアル
は整備されていない。現場が個別に対処するしかない。
　「移民政策ではない」という建前を捨て、実態に即
した統合政策を打つべきだ。それができないなら、受
け入れ人数を抑制すべきではないか。全体像が存在し
ない無秩序な拡大は、地域住民にもムスリムにも不幸
をもたらすだけだろう。

いまこそ「三方よし」の社会経済学

Profile

馬
ば ば

場 周
しゅういちろう

一郎

1950（昭和25）年、福岡県出身。
72年、西日本新聞社に入社。社会部の事
件記者を経て、東京支社政治経済部で首
相官邸、自民党、日本銀行、経済産業省な
どの取材を重ねた。現在はフリーの立場
で、月刊誌に政治、経済、社会、人権につい
ての時事コラムを執筆する一方、各地で講
演活動を続けている。
主な著書に『2050年―変わる日本変わる
社会』（人権教育啓発推進センター）

【土葬墓地計画に反対する看板＝宮城県】
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ギ
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多
く
の
日
本
人
は
儒
教
を
道
徳
哲
学
と
思
っ
て
い
る
。

と
ん
で
も
な
い
。
孔
子
は
忠
、
孝
、
仁
、
義
な
ど
を
も
っ

と
も
ら
し
く
説
い
た
が
、
儒
教
の
本
質
は
為
政
者
が
天

下
を
私
有
す
る
専
制
政
治
の
も
と
で
、
人
々
の
行
い
を

ど
う
制
禦
し
、
ど
う
権
力
に
服
従
さ
せ
る
か
を
体
系
化

し
た
統
治
の
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
の
で
あ
る
。

　
現
代
中
国
の

作
家
林
語
堂
は
、

『
中
国
＝
そ
の
文

化
と
思
想
』（
講

談
社
学
術
文
庫
）

で
、
中
国
人
の

「
最
悪
に
し
て
最

も
顕
著
な
３
つ
の
特
徴
」
と
し
て
忍
耐
、
無
関
心
、
老

獪か
い

を
挙
げ
て
い
る
。

　
忍
耐
―
。
西
洋
人
な
ら
と
て
も
我
慢
で
き
な
い
よ
う

な
悪
政
、
腐
敗
な
ど
に
中
国
人
は
耐
え
続
け
る
。
ま
る

で
自
然
現
象
の
一
部
の
よ
う
に
受
け
入
れ
る
。
無
関
心

―
。
個
人
の
権
利
が
保
障
さ
れ
な
い
中
国
社
会
で
は
、

下
手
に
自
分
の
意
見
を
言
う
と
危
な
い
の
で
政
治
向
き

の
こ
と
に
は
口
を
挟
ま
ず
、
無
関
心
に
徹
す
る
。
老
獪

―
。
自
分
を
守
る
た
め
に
周
囲
に
気
を
配
り
、
親
分
を

頼
っ
て
派
閥
に
加
わ
る
。
何
か
起
こ
れ
ば
「
三
十
六
計

逃
げ
る
が
勝
ち
」
で
巧
妙
に
立
ち
回
っ
て
保
身
を
図
る
。

　
林
は
儒
教
が
中
国
人
の
こ
れ
ら
３
つ
の
基
本
性
格
を

形
づ
く
っ
た
と
指
摘
す
る
。
一
方
、
日
本
の
作
家
小
室

直
樹
は
、
儒
教
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
法
家
思
想
の
方
が

中
国
人
の
性
格
を
よ
り
因
循
姑
息
な
も
の
に
歪
ま
せ
た

と
い
う
（『
小
室
直
樹
の
中
国
原
論
』
徳
間
書
店
）。

中
国
の
法
律
は
権
力
者
の
た
め
の
も
の

　
法
家
思
想
と
は
何
か
。
一
般
に
近
代
法
に
お
け
る
法

律
と
は
、
政
治
権
力
か
ら
国
民
の
権
利
を
守
る
も
の
で

あ
る
。
西
欧
で
は
清
教
徒
革
命
か
ら
は
じ
ま
っ
て
フ
ラ
ン

ス
革
命
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
流
れ
る
精
神
は
人
民
が

権
力
者
か
ら
自
分
た
ち
を
守
る
盾
と
な
る
の
が
法
律
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
法
律
の
イ
ロ
ハ
が
欠
落

し
て
い
る
の
が
中
国
の
法
家
思
想
だ
。

　
法
家
に
お
い
て
法
律
と
は
統
治
の
た
め
の
方
法
で
あ

り
、
為
政
者
す
な
わ
ち
権
力
者
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
一
点
に
お
い
て
西
欧
と
中
国
で
は
法
律
の
基
本
解

釈
が
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
。
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
は
、

法
律
の
解
釈
で
意
見
が
異
な
っ
た
と
き
、
最
終
判
断
を
下

す
の
は
裁
判
所
で
あ
る
。
し
か
し
、中
国
は
そ
う
で
は
な
い
。

　
中
国
の
場
合
、
法
律
の
解
釈
権
は
裁
判
官
で
は
な
く
役

人
（
行
政
官
僚
）
が
握
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
解
釈
は
存

在
し
な
い
。
役
人
が
法
律
を
恣
意
的
に
、
つ
ま
り
勝
手
に

解
釈
し
て
き
た
の
が
中
国
の
歴
史
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
こ
れ
で
は
中
国
人
の
性
格
が
歪
ん
で
し
ま
い
、
忍
耐
、

無
関
心
、
老
獪
に
な
る
の
も
宜む
べ

な
る
か
な
、
で
は
な
い
か
。

　
２
０
２
３
年
３
月
、
日
本
の
大
手
製
薬
会
社
の
日
本
人

社
員
が
、
反
ス
パ
イ
法
違
反
容
疑
で
中
国
当
局
に
拘
束
さ

れ
た
。
そ
の
際
、
中
国
外
務
省
の
報
道
官
は
「
中
国
は
法

治
国
家
で
あ
る
。
物
事
は
す
べ
て
法
律
に
基
づ
い
て
対
応
、

処
理
し
て
い
る
」
と
コ
メ
ン
ト
し
た
が
、
日
本
人
社
員
の
一

体
何
が
、
反
ス
パ
イ
法
の
ど
の
項
目
に
牴
触
し
た
か
は
明
ら

か
に
し
な
か
っ
た
。
中
国
が
前
近
代
国
家
と
さ
れ
る
所ゆ
え
ん以

で
あ
る
。

　「
中
華
民
族
の
偉
大
な
復
興
」
を
声
高
に
叫
び
、
台
湾
へ

の
侵
攻
を
公
言
し
、
日
本
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど

へ
強
硬
な
対
決
姿
勢
を
続
け
る
習
近
平
政
権
。
中
華
思
想

を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
は
か
つ
て
自
国
を
頂
点
に
周
辺
国

に
君
臨
し
た
「
華
夷
秩
序
」
の
再
来
を
洗
彿
と
さ
せ
る
。

　
儒
教
は
支
配
層
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、

日
本
に
入
っ
て
新
し
い
生
命
を
与
え
ら
れ
、
優
れ
た
修
身

道
徳
哲
学
、
人
間
学
と
な
っ
た
。
本
家
の
中
国
と
は
ま
っ

た
く
違
う
道
を
辿
っ
て
多
く
の
日
本
人
の
心
を
つ
か
ん
だ
の

だ
。
同
じ
よ
う
に
、
現
代
の
中
華
思
想
が
他
国
と
の
共
生

を
志
向
す
る
も
の
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
い
ま
は
願
う

ば
か
り
で
あ
る
。

孔子像
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◆ケース1◆
　「はい」を強制的に言わせる

　営業部門のＡ課長は、業績が上がらない部下Ｂさん
と、ミーティングスペースで面談しました。
　Ａ課長は成績表を見せながらＢさんに、「この成績は
ちょっと情けないんじゃないか？自分でもそう思うだろ
う？」と言いました。Ｂさんは自分の成績が上がってい
ないことを自覚していたので、「はい」と答えました。
　Ａ課長は「これではダメだ。2割増やせ。そのくら
いはできるだろう？」と言い、Ｂさんが何か言おうとす
ると遮り、「できるかどうかじゃない、やるんだよ。そ
うだろう？」とたたみかけたので、Ｂさんはうなずくし
かありませんでした。Ａ課長は最後に「やるよな？」
と一言加え、Ｂさんは「はい」と言わざるを得ません
でした。

　このケースでは、ＢさんはＡ課長から強制的に「はい」
と言わされています。ＢさんはＡ課長と目標達成を約束した
形になっていますが、無理やり約束させられた状態なので、
Ｂさんの意欲や熱意は高まらないはずです。それどころか、
「達成できなかったらどうしょう…」という不安ばかりが高ま
り、マイナスの影響の方が大きくなってしまうかもしれません。
　圧をかけるようなＡ課長の言動は、Ｂさんの意欲や熱意
を高めるより、不安を増大させてしまっている可能性があり
ます。

　2 人のやりとりの中で、Ｂさんが何か言おうとしたのをＡ
課長が遮っている場面があります。それをしなければ、もし
かすると、体調不良や家庭の事情などで仕事に集中でき
なかったということを、Ｂさんが伝えてくれたかもしれません。
　Ａ課長はＢさんの話を遮らずに話をよく聞き、さらにＢさん
に対して問い掛けをして、結果が出なかった原因や課題を
確認することが必要だったと考えられます。特段、個人的
な事情がないのであれば、Ｂさんの仕事のプロセスのどこ
かに課題があるのかもしれません。原因や課題を特定し、
それに応じた指導をすれば、目標達成に近づくことができ
るはずです。

▪原因や課題を確認することが大切

メンティグループ代表コンサルタント　加藤　貴之

ハラスメントを防ぐコミュニケーションのコツ
意欲を高めるつもりが不安を高めてしまう

　今回は「ケーススタディー編」の 1 回目ですから、ケー
スからの学び方についても触れておきたいと思います。
　ケーススタディーとして紹介される例は、一部の場面がク
ローズアップされることが多いため、全体像を捉えにくいこ
とがあります。ケース全体を考察するには、「次の場面」
を想像してみることが効果的です。
　ケース 1 の場面を「シーン1」とみなし、その後に全く
違う二つのパターンの「シーン2」が続いた場合を考えて
みましょう。

〔シーン２－１〕
　Ａ課長との面談後、Ｂさんは目標を達成しようと取り
組んだものの、達成することができませんでした。腹
を立てたＡ課長は、Ｂさんを自分の机の前に呼び出し、
「約束したよな。『はい』と言ったよな。何で約束が守
れないんだ！」と怒鳴り出しました。
　
〔シーン２－２〕
　面談の数日後、Ａ課長はＢさんに「あのときは一方
的になってしまって申し訳なかった」と謝り、Ｂさんと
営業方法について話し合いました。さらに、Ａ課長はＢ
さんの営業に同行するなどのサポートを行いました。

　シーン1 の後に、どちらのパターンが続くかによって、シー
ン1 の捉え方は変わってくるはずです。
　ある人の言動がハラスメントに該当するかどうかは、悪質
な言動を除き、一つの場面だけではなく、前後の場面を含
めた一連の言動を総合して判断されます。さまざまな場面
展開を想像してみると、ハラスメントの可能性も含めて、一
つのケースからより多くの要素を考察することができます。

▪「次の場面」を想像してみる
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　当協会は 3 月 2 日、日本労働組合総連合会福岡県連合会（連合福岡）
より標記要請を受けました。
　要請の内容は以下の通りです。

要 請 内 容

連合福岡より「2026春季生活闘争」に
関する要請を受ける

１．中小・地場企業を支える労働者の賃金水準の引上げ
　県、福岡労働局、経済団体、労働団体の13団体による「価格転嫁の円滑化に関する協定」および「価格転嫁円
滑化推進ふくおか宣言2025」の趣旨を体現し、賃上げ原資を確保するため、労務費、原材料費、エネルギーコスト等
の上昇分を適切に価格転嫁できるよう、傘下会員企業に対し以下の指導・助言を行うこと。（略）

２．地域経済の健全な循環に資する最低賃金の引上げについて
　物価高騰から労働者の生活を守り、福岡県の人材確保・定着を図る観点から、国の支援策等を活用した「大幅な
引き上げを可能とする環境整備」が不可欠であるとの認識に立ち、以下の事項に取り組むこと。（略）

３．雇用形態間格差の是正
　有期・短時間・契約等で働く仲間の賃上げ（時給引き上げ）は着実に前進しているものの、雇用形態間の格差是正
はいまだ道半ばと言わざるを得ない。「働きの価値に見合った水準」へと引き上げていくためには、フルタイム労働者と同
様に、能力向上に応じた処遇改善が確実に図られる仕組みが必要である。すべての働く人が意欲を持って働き続けら
れる社会の実現に向け、以下の事項を推進すること。（略）

４．「すべての労働者の立場にたった働き方」の改善
　構造的な生産年齢人口減少の中で生産性を高め、人材の確保・育成を実現するため、職場の基盤整備に向け、
傘下会員企業に対し以下の指導・助言を行うこと。（略）

５．ジェンダー平等・多様性の推進
　多様性が尊重される社会の実現に向け、あらゆる差別を排除し、誰もが活躍できる職場を構築するため、以下の事
項について傘下会員企業へ周知・啓発すること。（略）

６．「ビジネスと人権」に関する取り組み
　人権尊重責任を果たすことが国際的な取引における不利益回避と企業の持続的成長に直結するとの認識に立ち、以
下の事項について傘下会員企業に対し指導・助言すること。（略）
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トピックス

会員懇談会

福岡市にて会員懇談会を開催
　当協会は 2 月26日、福岡市にて会員懇談会を開催した。
　倉富会長による挨拶の後、経団連専務理事の藤原清明氏が「2026年版　経営労働政策委員会報告のポイント」
と題して講演を行った。
　その後、懇親会を開催し、親睦を深めた。

会場の様子藤原清明 氏

一月会

大人の発達障がいの理解と職場対応
　一月会（会員企業の人事・労務関係の役員・部
長等による勉強会）は 2 月13日に例会を開催。㈱健
康企業の代表で医師の亀田高志氏が「大人の発達
障がいの理解と職場対応」と題し卓話を行った。
　亀田氏は、自閉症スペクトラム障害や学習障害等、
発達障がいの特徴を概観したうえで、発達障がいの
特性によって職場で見られる支障の例を取り上げ、管
理監督者に望まれる対応や本人との対話を行う際の
留意点等を説明した。

紫水会

従業員向け金融経済教育のすすめ
　紫水会（会員企業の人事・労務関係の部課長等
による勉強会）は 2 月20日に例会を開催。金融経済
教育推進機構（J-FLEC）経営戦略部経営企画課
長の岩渕仁志氏が「今、企業に求められるファイナン
シャル・ウェルビーイングの実現」と題し卓話を行った。
　岩渕氏は、公的機関であるJ-FLECが行う事業と
して、金融リテラシー講座の無料提供やライフプラン相
談窓口などを紹介。金融経済教育を通じて金融リテラ
シーを高めることは、従業員のファイナンシャル・ウェル
ビーイングの向上につながるとして、職域向けの講座
の利用を勧めた。また、中堅層向け講座「将来に向
けて知っておきたいお金の話」のデモ講座を行った。
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インフォメーション

福岡経協セミナー

　セミナーの申込方法など詳細につきましては、
ホームページをご覧ください。

　労働保険の担当者が理解し把握しておかなければ
ならない知識や業務内容を短時間で習得します。

●�労働保険手続の実務

日　時：5 月14日（木）　9：30～16：30
会　場：電気ビル共創館　3 階　Ｃカンファレンス
講　師：みちしる社会保険労務士事務所

代表　久地石 冨起子 氏（特定社会保険労務士）
参加費：会員12,000円／一般18,000円

（税込） 〈 問 合 せ 〉福岡県経営者協会事務局

　初めて社会保険業務を担当する方や新任の管理者
を対象に、制度に関する基礎知識から届け出などの
実務手続を解説いたします。

●�社会保険手続の実務

日　時：6月17日（水）　9：30～16：30
会　場：電気ビル共創館　3 階　Ｃカンファレンス
講　師：みちしる社会保険労務士事務所

代表　久地石 冨起子 氏（特定社会保険労務士）
参加費：会員12,000円／一般18,000円

（税込）

会員企業の皆様の職場に労働法に精通した弁護士がお伺いいたします。
　会場をご準備いただく必要がありますが、ハラスメント対策や労働時間管理等をテーマと
した役員研修、人事担当者向けの研修等の講師として、弁護士が伺います。この機会に
ぜひご利用ください。

労働法コンパクトセミナー

【問い合わせ先】
福岡県経営者協会事務局　TEL 092-715-0562

Email：soumu@fukuokakeikyo.jp

【テーマ】
テーマ1　ハラスメント①（パワハラって何？）
テーマ2　ハラスメント②（セクハラ？パワハラ？）
テーマ3　ハラスメント③（職場でハラスメントが起きたときの対処方法）
テーマ4　どこまでが労働時間？知っておくべき労働時間の基本
テーマ5　職場の問題社員への対処方法
テーマ6　メンタルヘルス不調者への対処法
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法律相談
事務局相談

社労士による無料労務相談
　福岡経協の会員以外の方でも、会員の関連・協力企
業等で、会員のご紹介により無料でご相談に応じます。
　諸規定の整備などお困りのことがございましたら、
ぜひご利用下さい。
担　　当：社会保険労務士法人・行政書士法人アド

バンス所属の社会保険労務士
日　　時：平日9：00～17：00
会　　場：社会保険労務士法人・行政書士法人アド

バンス（福岡市中央区舞鶴 2 丁目2-11
富士ビル赤坂 8F）

申込方法：事務局へお電話ください。

〈 問 合 せ 〉福岡県経営者協会事務局

事務局相談
　福岡経協では、人事労務管理や賃金などについて随
時ご相談に応じています。お気軽にご相談ください。

▪緊急の場合は、上記日時以外でも対応いたします。
▪お申込みは、相談日の前日午前中までに事務局へ

お電話にてお願いします。
▪上記日程の他、ご要望により、当協会の顧問弁護
士をご紹介いたしております。

5 月14日（木）
14：00〜17：00

中野 昌治 弁護士
（弁護士法人大手町法律事務所）

【北九州地区】

【福岡地区】

〈会　　場〉福岡県経営者協会事務局（裏表紙地図参照）

3 月26日（木）
14：00〜17：00

家永 由佳里 弁護士
（德永・松﨑・斉藤法律事務所）

4 月23日（木）
14：00〜17：00

三浦 正道 弁護士
（三浦・奥田・杉原法律事務所）

弁護士による無料法律相談
　ご担当いただく弁護士は「経営法曹会議」に所属する
方々です。福岡経協の会員以外の方でも、会員の関連・
協力企業等で、会員のご紹介により無料でご相談に応
じます。
　労働法に限らず、会社関係法などについてもお気軽
にご相談ください。

福岡経協顧問弁護士（敬称略）

阿部 哲茂　家永 由佳里　石橋 英之　熊谷 善昭
桑野 貴充　古賀 和孝　　斉藤 芳朗　杉原 知佳
德永 弘志　中野 敬一　　中野 昌治　永原　 豪
花島 正晃　松﨑　 隆　　三浦 正道　山本 紀夫
渡邊 洋祐　

〈会　　場〉弁護士法人大手町法律事務所
（北九州市小倉北区大手町11-3  大手町アイビースクエア 2F）

2026年 2 月会務報告

3日 定年前後の年金社会保険知識習得
セミナー

〃 経団連地方・業種団体情報連絡会
9日 九州地区労働委員会使用者委員連絡

協議会代表者会議
12日 経営法務研究会
13日 一月会
〃 福岡県労働委員会総会
18日 経団連地方・業種団体情報連絡会
19日 労働法基礎学習会
〃 福岡労働者災害補償保険審査参与会
20日 紫水会
26日 定例無料法律相談
〃 会員懇談会
27日 福岡県労働委員会総会

＊太字……当協会主催行事
＊細字……経団連の行事および当協会が行政等から委嘱

された委員として出席した行事など
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博多方面から

「博多駅前Ａ番」停留所より「渡辺通経由天神方面行き」
に乗車または「博多駅前Ｂ、Ｃ、Ｄ番」停留所より「薬院駅
方面行き」に乗車
「渡辺通一丁目」停留所降車すぐ

バ ス

天神方面から
「西鉄福岡天神駅」から大牟田方面行き
に乗車、「薬院駅」降車徒歩5分

西鉄天神大牟田線

「天神北（ノース天神前）」、「天神コア前7B」または「天神
大丸前4C」から乗車、「渡辺通一丁目」停留所降車すぐ

バ ス

「天神南駅」から地下鉄七隈線「橋本」方面行きに乗車、
「渡辺通駅」にて降車（電気ビル本館B2Fへ直通）

地下鉄

「博多駅」から地下鉄七隈線「橋本」方面行きに乗車、
「渡辺通駅」にて降車（電気ビル本館Ｂ２Ｆへ直通）

地下鉄

福岡県経営者協会
〒810-0004福岡市中央区渡辺通2 - 1-82電気ビル共創館 6 階 TEL.092-715-0562 FAX.092-781-4149

ホームページ https://www.fukuoka-keikyo.jp/
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